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国民年金の届出が必要です！�◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

保険料の免除制度があります！�◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

●�保険料を納めることが困難な場合、全額または一部（４分の１免除、半額免除、４分の３免除）
の保険料が免除になる制度があります。

退職（失業）の場合は、退職された方の所得を除外して審査！
通常の免除申請は、申請者本人、配偶者および世帯主の所得が審査の対象になりますが、
退職（失業）時の免除申請は、退職された方の所得が審査の対象から除かれます。

保険料を一部納付したのと同じ！
全額免除になった期間の年金額の計算は、保険料を納めた場合と比較して、２分の１にな
ります。

万が一の際にも確かな保障！
通病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年
金などの保障もあります。

メリット１

メリット２

メリット３

【手続きについて】
 �「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を、奥尻町役場税務国保課国保年金係または年金事務所へ提出してく
ださい。
 �申請が遅れても最大２年１ヵ月前までの免除申請をすることができますが、申請が遅れると万一の際に障害年金
などを受け取れない場合や退職（失業）時の免除審査の特例（退職された方の所得を除外して審査）が受けられ
ない場合がありますので、すみやかに申請してください。

【手続きに必要なもの】
 ①国民年金保険料免除・納付猶予申請書（申請書は手続き先の窓口にあります）
 ②年金手帳
 ③雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など、失業している
 　ことを確認できる公的機関の証明の写し

●�20歳以上 60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。会社を退職され
たときは、厚生年金（または共済年金）から国民年金への変更の届出が必要です。
　会社を退職された方に扶養されている配偶者の方も、国民年金への変更の届出が必要です。

【手続きについて】
 奥尻町役場　税務国保課国保年金係において手続きしてください

【手続きに必要なもの】
 年金手帳（または、マイナンバーカード・通知カード）

【保険料額】
 国民年金の保険料は、月額16,340円（平成30年度）
 ※�退職と同時に会社員（または公務員）の配偶者に扶養される方は、配偶者の勤務している会社（または共済組
合）への届出が必要です。
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児童手当について児童手当について

３．所得制限限度額（平成24年度６月分の手当より）

児 童 の 年 齢 児童手当の額（一人当たり月額）
３ 歳 未 満 一律１５,０００円
３歳以上～小学校修了前 １０,０００円（第３子以降は１５,０００円）
中 学 校 一律１０,０００円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※�「第３子以降」とは、高校卒業まで（18歳の誕生日後の最初の３月31日まで）の養育している児童のうち、
３番目以降をいいます。

扶養親族等の数 所得制限限度額（万円） 収入額の目安（万円）
０ 人 ６２２．０ ８３３．３
１ 人 ６６０．０ ８７５．６
２ 人 ６９８．０ ９１７．８
３ 人 ７３６．０ ９６０．０
４ 人 ７７４．０ １００２．１
５ 人 ８１２．０ １０４２．１

※「収入の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
（注）
　１�．所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額（所得額ベース）は、上
記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族１人につき６万円を加算した額。

　２�．扶養親族数が６人以上の場合の限度額（所得額ベース）は、５人を超えた１人につき38万円（扶養親族
等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円）を加算した額。

４．現況届について
　�　現況届は、引続き児童手当を受給できるかを確認するために提出が必要です。提出が必要な方には６月初旬
に書類を送付しますので、６月末日までに提出してください。
　　この届出をされないと６月分以降の児童手当が受けられなくなることがあります。

奥尻町役場 税務国保課国保年金係　☎2－3406児童手当に関するお問い合わせ先

１．支給対象
　　中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の３月31日まで）の児童を養育している方

２．支 給 額

経済産業省・北海道・奥尻町

　工業統計調査は、従業者４人以上の製造業を営む事業所を対象に、平成30年６月１日時点で実施するものです。
　我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした統計法に基づく報告義務がある重要な統計です。
　調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料として幅広く活用されます。
　調査期間中は、北海道より任命された調査員が各事業所に訪問して聞き取りなどをさせていただきますので、
調査の対象となった場合は、調査票へのご回答をお願いいたします。
� 調査に関するお問い合わせ：奥尻町役場 総務課情報サービス係（☎2－3402）

平成30年工業統計調査を実施中です。
みなさまのご協力をお願いいたします。
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◆ ◆ ◆ 防衛省・自衛隊からのお知らせ ◆ ◆ ◆
　自衛隊では下表のとおり、自衛官候補生の採用試験を予定しております。

※ 募集科目内容、俸級、取得可能資格等の細部、資料請求につきましては自衛隊函館地方協力本部江差地域事務所、
または奥尻町役場総務課総務係へお問い合わせ下さい。
◆お問い合わせ先　　　役場総務課総務係　　 （☎２－３４０１）
　　　　　　　　　　　自衛隊江差地域事務所（☎０１３９－５２－２４７６）

　奥尻町には、行政相談委員法に基づき、総務大臣
から委嘱された行政相談委員が皆様のサポート役と
して在住しています。
　行政相談員の仕事は、皆様の相談相手として行政
サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きに関
する問い合わせなどの相談を受け付け、その解決の
ための助言や関係行政機関に対する通知などの仕事
を行っています。
　行政相談員は役所と皆さんのパイプ役です。
　電話、口頭、手紙で行政相談員にお申し出ください。

☆行政相談員への連絡先は…
　（氏名）坪谷勝司さん
　（住所）奥尻町字赤石183-1
　（電話）２－２２１８
※相談は無料ですのでお気軽に…

○普段の備えが命を守る！
　土砂災害の危険度が高まったとき、大雨警報（土
砂災害）や土砂災害警戒情報が発表されます。
　市町村が発令する避難に関する情報等に注意し、
速やかに避難しましょう。
○あなたの家は大丈夫ですか？
　「北海道土砂災害警戒情報システム※1」では、土
砂災害のおそれのある箇所を明らかにするための「基
礎調査」が完了した箇所の「位置図」と「土砂災害
警戒区域等」に相当する範囲を示した「区域図」を
掲載しています。それ以外の設定根拠等にかかる調
査結果については、お手数ですがお住まいの市町村
や最寄りの各（総合）振興局建設管理部（維持管理
課または治水課）で閲覧できますので、お問い合わ
せください。
※１：北海道土砂災害警戒情報システムURL
　　　http://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/
　　　http://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/sp/

国などへの苦情は
行政相談員へ

募集種目 資　格 受付期間 試 験 期 日 入隊（採用）時期

自衛官候補生
（陸・海・空）

18歳以上
27歳未満

５/１（火）～
試験日の前日まで

６/16（土）～
６/18（月）　

上記日程で受験者
が希望する１日

入隊（採用）時期は合格者の希
望で時期を選択できます。
・平成30年８月下旬～９月上旬
・平成31年３月下旬～４月上旬

６月は土砂災害防止月間です

「北海道土砂災害警戒情報システム※1」を
ご活用ください

「北海道土砂災害警戒情報システム※1」を
ご活用ください

スマホ版

広
　
告

奥尻島住民の方限定！ 日帰り温泉入浴料金のご案内

大人　４００円（通常800円）
子供　２５０円（通常500円／３才以上12才未満） 　
その他：バスタオル・タオル 各100円　その他アメニティ（髭剃り）等（有料）
営業時間／12：00～21：00（最終受付 20：00）
※ご入浴の際、住民であることがわかる身分証（免許証など）の提示をお願いすることがございます。
※ご宿泊のお客様が多い場合、日帰り入浴をお断りさせて頂くことがございます。
※館内設備点検を行う場合、休館とさせて頂くことがございます。

湯ノ浜温泉ホテル緑館
住所：奥尻郡奥尻町字湯浜300番地
電話：01397（3）2811

※適用期間2018年５月20日～10月14日までご入浴料
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サイバー安全標語 ありのおしらせ
◆ネットで知り合った人と
　　 わない

◆ネットに自分の情報を
　　 せない

◆トラブルがあったとき、大人に　　　　る

◆危ないサイトを
　 　ようしない

◆パスワードを他人に
　 　しえない

SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）やコミュ
ニティサイトで知り合いになった人とメールやメッセー
ジで仲良くなったつもりでも相手が本当に考えてい
ることまでは分かりません。

【一度会ったら家まで付きまとうようになった】
【「もう一度会え」と脅すようになった】

ネット上にのせた情報は、完全に消せない場合があ
ります。名前、年齢、住所、学校名など自分の情報
や顔写真をネットにのせると知らない人に自分の情
報を教えることになります。

【名前や写真を別のサイトにのせられ、悪口を書かれた】
【名前などを勝手に使われ、なりすましブログを作られた】

ネットトラブルに巻き込まれてしまった時は、できるだけ早くお家の人や学校の先生など周りの大人に相談しましょう！
自分ひとりや子どもだけで悩んでいると、逆にトラブルが大きくなってしまうことがあります。

アダルトサイトや出会い系サイト、裏サイトと呼ば
れる掲示板など危ない・怪しいサイトやアプリを利
用すると、ネットトラブルに巻き込まれます。

【ウイルスに感染した】
【迷惑メールが届くようになった】

【高い料金を請求された】

仲の良い友達であってもコミュニティサイトやゲー
ムなどのパスワードを教えてはいけません。
思いがけないトラブルが起きることがあります。

【ゲームキャラクターを乗っ取られた】
【覚えのない料金の請求がくるようになった】

あ り

の

しらせ

お

※詳しいことについては、北海道警察 サイバー防犯ひろば 検索

　日々の生活の中で様々なモノを購入したり、サービスの提供
に関する契約をしていらっしゃると思います。購入した商品を
「やっぱり必要がない」と思って返品したいと思ったことはあ
りませんか？
　そんなときに利用できるのが、クーリング・オフの制度（一
定の期間内であれば、契約を無条件で解除できるという制度）
です。
　訪問販売（自宅にセールスマンが来て布団などの商品の販売
をする形態）や、特定継続的役務提供（語学教室や学習塾など
の利用契約）など、いくつかの取引形態について、クーリング・
オフの制度が法律（特定商取引法など）で決められています。
　もっとも、この制度はどんな取引にも適用があるわけではあ
りません。現在よく利用されている、インターネットを使った
商品の購入など、通信販売については（似た制度はありますが）
クーリング・オフの制度は定められていません。クーリング・
オフの制度が使えるのだろうか？クーリング・オフの手続きは
どのようにしたらよいのだろうか？お困りの方がいらっしゃい
ましたら、法テラス江差までご相談ください。
　事前にご連絡いただけると、ご相談までスムーズに対応でき
ます。
　ご相談のご予約は０５０－３３８３－５５６３までお願いし
ます。　　　　　　　　（法テラス江差　弁護士　廣田朋子）

　総務省では６月１日を「電波の日」と定め、６
月10日までの「電波利用環境保護周知啓発強化
期間」に電波利用に関するルールの周知・啓発活
動や不法無線局対策を実施します。
　総務省 北海道総合通信局では、電波監視を実
施し、適正な電波環境の維持に努めています。電
波に関する困りごとやご相談は下記へお問い合わ
せください。
■総務省 北海道総合通信局　☎011-737-0099
　〔電話受付時間　8:30～12:00、13:00～17:00
　　　　　　　　　　　（土・日・祝日を除く）〕
■電子メールによるお問い合わせ
　　　　　　　soudan-hokkaido@soumu.go.jp

外国人は「ルールを守って」適正に雇用しましょう。
①雇入れる前に就労が認められるか在留資格の確認を
②外国人の雇入れと離職は必ずハローワークに届出を
③社会保険等の加入をはじめ適正な雇用管理を
お問い合わせは、お近くのハローワークまたは労働基
準監督署まで

法テラス江差通信
～ 購入した商品は返品できる？ クーリング・オフについて ～

６月は
です「外国人労働者問題啓発月間」「外国人労働者問題啓発月間」「外国人労働者問題啓発月間」

６月１日は「電波の日」です６月１日は「電波の日」です
⇨
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わが家の

☆アイドル☆

長女

鈴木幸裕�さん・愛�さん（字宮津）の

～両親からのメッセージ～
これからも笑顔で誰からも好かれる女の子に育ってくださいね！
くれぐれも「お笑いの道」には行かないでね 

聖 亜 ちゃん（２歳７ヵ月）
せ あ

６月は

を納める月です

６月は

を納める月です
町 道 民 税（第１期）

◎忘れずに納期（７月２日）までに納めましょう。
◎納税に便利な口座振替のご利用をご検討下さい。

　札幌国税局では、国税局や税務署において、税の
スペシャリストとして活躍する税務職員を募集して
います。
　平成30年度の採用試験の概要は次のとおりです。
１　受験資格
　　 高卒見込みの者及び高卒後３年を経過していな
い者

２　申込受付期間
　⑴　インターネット
　　　６月18日（月）～６月27日（水）
　　　申込専用アドレス
　　　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
　⑵　インターネット申込みができない場合
　　　 第１次試験地を管轄する人事院地方事務局に

お問い合わせください。
　　　※人事院北海道事務局
　　　〒060-0042　札幌市中央区大通西12丁目
　　　　　　　　　　☎011－241－1248
３　第１次試験【基礎能力試験、適性試験、作文試験】
　　９月２日（日）
４　第１次試験合格者発表日
　　10月４日（木）
５　第２次試験【人物試験、身体検査】
　　 10月10日（水）～10月19日（金）のうち指定す
る日

６　最終合格者発表日
　　11月13日（火）

※ご不明な点は、札幌国税局
　人事第２課採用担当
　 （☎011－231－5011
　  内線2315)
　 または最寄りの税務署
　（総務課）へお尋ねください。

◆開設日時　平成30年６月21日（木）
　　　　　　午前９：00 ～ 午後３：00
◆会　　場　奥尻町海洋研修センター
◆担 当 者　函館地方法務局職員
◆内　　容
　①不動産登記申請書類受付
　②商業・法人登記申請書類受付
　③ 登記事項証明書、印鑑証明書等交付請求書受付
　　※ 証明書が安価に取得できるオンライン請求の

案内も行っています。
　④登記等に関する相談

●●● お問い合わせ先 ●●●
  函館市新川町25番地18号（函館地方合同庁舎）
  函館地方法務局総務課　☎0138－23－9516

　北海道財務局の専門相談員が「借金の悩み」「金融
問題」を親身になってお聴きし、解決法を提案します。
　お気軽にご利用ください。予約不要です。
■６月８日（金）午前９時～12時　函館財務事務所会議室
■☎011－807－5144【受付】

税 務 職 員 募 集 法務局から巡回登記所開設のお知らせ

借金・金融一般無料相談会
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道立江差病院

　●	整 形 外 科	 午前　月～金曜日
　 　
　●	循環器内科	 午前　月～金曜日
	 午後　月・金曜日
　 　
　●	消化器内科	 午前　５・19日
	 　　　（完全予約制午前10時まで受付）
　　　　　　　　　　　　11・25日
	 　　　（完全予約制午前11時まで受付）
	 　　　毎週金曜日
	 　　　（午前11時30分まで受付）
	 午後　毎週水曜日･4･18日
　 　
　●	呼吸器内科	 午前　金曜日
	 午後　木曜日
　 　
　●	総合診療（内科）	 午前　月～木曜日
　 　
　●	総合診療（外科）	 午前　火・水・木曜日
　 　
　●	外　　　科	 午前　８・22日
　 　
　●	小　児　科	 午前　月～金曜日
	 ※午後からの受診は事前連絡が必要
　 　
　●	泌 尿 器 科	 午前　月～金曜日
	 午後　水曜日
　 　
　●	精　神　科	 午前　月～金曜日
	 ※初診完全予約制
　 　
　●	産 婦 人 科	 午前　月～金曜日
　 　
　●	耳鼻咽喉科	 午前　5･6･14･19･20･28日
	 午後　13・27日
　 　
　●	眼　　　科	 午前　14・28日
	 （予約以外の方は10時までに受付）
	 午後　６・20・27日
　 　
　●	皮　膚　科	 午前　火曜日
　 　
　●	神 経 内 科	 ８・22日

【 診 療 受 付 時 間 】
午前８時～11時30分（初診の方は午前９時～）
午後１時～２時30分
◆�診療日は予定であり、変更になる場合もありま
すので、確認の上、受診してください。

北海道立江差病院
〒043-0022　檜山郡江差町字伏木戸４８４
☎0139-52-0036　FAX 0139-52-0098

奥尻町国保病院からのお知らせ
●６月の専門医の出張診療日●

　眼　科　診　療　
　▶６月  １ 日（金）	 午前８時30分から
	 （午前中のみ、事前に予約が必要）
　▶６月28日（木）	 午後１時30分から
　▶６月29日（金）	 午前８時30分から
	 （午前中のみ、事前に予約が必要）

　整形外科診療　
　▶６月1日（金）	 午後１時30分から

　耳鼻咽喉科診療　
　▶６月14日（木）	 午後１時30分から

　矯正歯科診療　
　▶６月15日（金）	 午後１時から（事前に予約が必要）

　出張診療日程については、専門医や
交通機関等の都合により変更となる場
合がありますのでご注意ください。

◆お問い合わせ先
　奥尻町国保病院　☎２－３１５１

航空機ダイヤ航空機ダイヤ

2018年３月25日～2018年10月26日

●JAL2891　函館発 11：15 → 奥尻着 11：45
●JAL2890　奥尻発 12：15 → 函館着 12：45

◆お問い合わせ先
　日本航空㈱奥尻空港所　☎3－2820
　※航空機発着時間はご遠慮願います｡
　ご予約・ご案内番号�☎0570－025－071

町の人口・世帯
住民基本台帳４月末現在
◯男　1,424 人（� ９）
◯女　1,283 人（�－８）
◯計　2,707 人（� １）
　  1,566世帯（� 19）
（　）は前月末比較増減
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平成30年４月末現在

●寄附件数
� 50件
●寄附金額
� 917,000円
※平成30年度分集計

ふるさと納税の状況
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